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宝 教 委 職 第 1 1 7 8 号  

令和 3 年(2021 年)3月 4 日  

  宝 塚 市 教 職 員 組 合 

執行委員長 あああああ 様 

         

宝塚市教育長 森 恵実子 

 

学校運営を巡る諸課題に対する今後の対応方針について    早春の候、貴職におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。  また、平素より、本市の学校教育の発展にご理解ご協力を賜り、深く感謝いたします。 

さて、近年、いじめによる自死事案、教員の不適切指導による転落事案のほか、体罰等

による教員の相次ぐ不祥事により、学校及び教育委員会に対する市民の不信、不満は前例

が無いほどに高まっています。 

本市の子どもたちの健全な育成のために、教育再生はまさに一刻の猶予も許されない状

況であることは、貴教職員組合はもとより本市教育関係者共通の認識であるものと考えて

います。 

不祥事発生直後の令和 2 年(2020 年)10 月以降、教育委員会の会議をはじめ、市議会で

は同年 12 月市議会定例会での一般質問及び令和元年度決算特別委員会並びに累次開催さ

れている文教生活常任委員会所管事務調査において、各議員から教育委員会に対して、こ

れら事案の背景には、教育行政や学校運営に関する貴教職員組合と教育委員会及び学校管

理職との間の長年の不適切な取り決めやそれに基づく取扱いによって、学校管理職のリー

ダーシップが阻害されるなど、円滑な学校運営に支障をきたしていることに原因があるの

ではないかとの疑義が呈されているところです。 

加えて、貴教職員組合との関係において派生する学校運営を巡る多くの課題について、

早期に改善するよう指摘されており、教育委員会は学校と連携して早期に対策を講じ、市

議会等への説明責任を果たす必要に迫られています。 

本来、教育委員会の権限や判断により実施すべき事業や教職員の人事異動であっても、

貴教職員組合から事実上同意を得た上で進めてきた経過があり、市議会等からの指摘は教

育委員会に向けられたものであると認識しています。 
本年 1 月に貴教職員組合にご協力をお願いした「年度末人事異動」に関する方針の変更

につきましても、こうした不適切な取扱いを改める取組の一環であり、その他の学校運営

を巡る諸課題につきましても同様に市議会等から疑義が生じないよう対応しなければなり

ません。 

そのため、市議会等から指摘を受けた学校運営を巡る諸課題について、以下のとおりの

取扱いとさせていただきますので、ご通知申し上げ、ご理解、ご協力を賜りますようお願

い申し上げます。 

なお、学校運営を巡る諸課題に対する改善の取組状況につきましては、説明責任の必要

性から、貴教職員組合との交渉状況をホームページ等で公開させていただきますので、予

めご了知おきいただきますよう合わせてお願い申し上げます。 
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記 

 

１ 教頭の負担軽減 

本市では、近年、他市町からの人事交流に頼らなければ管理職の全校配置が困難な状

況にあり、学校管理職のなり手不足の解消が喫緊の課題であります。 

毎年実施している教育委員会の事務執行等評価において、管理職の育成への取組に対

する評価は、4 段階評価のうち、最も低いＤ評価でした。これは管理職のなり手不足の

要因ともいえる校長、教頭の過度な業務負担が影響していると考えられます。 

このため、かねて市議会本会議や各種委員会において度々、管理職の業務負担やなり

手不足の改善が指摘されており、教育委員会では改善に向けて早急に取り組まなければ

なりません。 

この取組として、まずは以下の(1)と(2)について、本年 4 月から実施することとしま

す。 

 

（１） 管理職による職員退勤後の鍵閉めの廃止 

一部の学校では、管理職が、自身の業務が終了したのにも関わらず、他に在校（勤務）

している教職員がいる場合は、最終退勤者を待ち、機械警備の稼働と鍵の施錠を担って

おり、管理職の負担増の一因となっています。 

管理職が直接施錠を担うという点は、令和 2 年 12 月定例会をはじめ、過去から市議

会本会議や各種委員会において、早期に是正するよう指摘を受けています。 

このため今後、学校に管理職が出張や退勤等により不在となる場合は、管理職から在

校している教職員に対し、機械警備の稼働と校舎及び校門の施錠を命じる取扱いに統一

します。 

なお、学校における鍵の管理については、キーボックス等を活用するなど、適切に管

理することとします。 

 

(2) 教頭の授業時数（固定時間）の廃止 

教頭の授業に関する固定時間については、教頭における過度の業務負担として、令和

2 年 12 月定例会の一般質問及び文教生活常任委員会所管事務調査において、早期に是正

するよう指摘を受けたほか、県教育委員会からも是正するよう指導されています。 

このため、教頭の負担の軽減を図るとともに、本来の業務である学校の運営管理や危

機管理業務に主に専念できるようにするため、教頭の分掌を現行より増加させることな

く、令和 3 年度(2021年度)から、全ての学校において、教頭の固定時間を廃止（０時間）

します。 

 

(3) 教職員の働き方改革の推進 

管理職の負担軽減を進めるとともに、一般教職員の働き方改革も進めなければなりま

せん。そのため、一般教職員が長時間在校することを極力減らすように、継続的に業務

の効率化を図るとともに負担軽減に努めます。 

上記(2)の取組では、一般教職員の負担が懸念されますが、長時間勤務を可及的速やか

に解消するため、別途、設置している「教職員の働き方改革検討委員会」で今後も引き

続き協議を行います。 
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２ 教育業務連絡調整手当の取扱いと校務分掌検討委員会の適切な委員構成について 

教育業務連絡調整手当は、県の公立学校教職員の特殊勤務手当に関する条例第 3 条、

第 3条の 3及び宝塚市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則第 9条の各規定に基

づき、校長が当該学校の主幹教諭又は教諭のうちから任命した者に支給されるべきもの

であるところ、文教生活常任委員会所管事務調査において、教育業務連絡調整手当のあ

り方について、特定の職員団体からの申し入れにより、当該手当の受給者を決定するこ

とがないよう、強く指摘を受けました。 

したがって、校長は、特定の職員団体からの申し入れにより、当該手当の受給者を決

定することがないよう、主幹教諭又は教諭の中から分掌させる学年主任、教務主任、生

徒指導主任の任命については、法令遵守も含めて適正に取り扱うこととします。 

また、校長による校務分掌の決定に関して、意見を聞く場合に設置する校務分掌検討

委員会の委員構成についても、在籍する教職員が加入する職員団体が複数ある場合や職

員団体未加入の教職員が在籍する学校においては、合理的な理由がなく特定の職員団体

に属する教職員のみで構成することがないよう、適正に運用することとします。 

 

３ 職員会議のあり方の是正 

職員会議は、学校教育法施行規則第 48 条各項及び第 79 条並びに宝塚市立小学校及び

中学校の管理運営に関する規則第 14 条の 2 の規定のとおり、校長の職務の円滑な執行

に資するために校長が主宰し、教職員間の意思疎通や共通理解並びに伝達、連絡に努め

ることとされています。したがって、職務の円滑な執行に関して校長が決定すべき事柄

については、職員会議において教職員で協議した上で、最終的には校長自身が責任をも

って判断し、決定すべきです。 

しかし、実態として職員会議があたかも最終的な意思決定権を有するような不適切な

運用がなされている学校があり、令和 2 年 12 月定例会の一般質問及び文教生活常任委

員会所管事務調査において、職員会議のあり方について適正に運用するよう指摘を受け

ました。 

そのため、校長が主体的に職員会議を主宰し、責任をもって判断、決定するよう改め

て校長に周知徹底を図ります。 

なお、適正確保のため、令和 3 年 4 月から職員会議の議事録（議題、発言者、発言内

容の概要、結果）を作成し、公文書として管理保管することとします。 

 

４ 主幹教諭の職務の校務分掌による明確化 

過去から、市議会本会議や各種委員会において、学校管理職を補佐すべき主幹教諭本

来の役割が機能せず、不明確であるとの指摘を受けているさなか、昨年 10 月、市立小

学校の主幹教諭が住居侵入の疑いで逮捕、起訴されました。当該主幹教諭は、この他に

も勤務時間中の喫煙や不適切な指導をはじめ、兼業に当たるゴルフスクールの経営も判

明しました。このように教職員の資質及び能力の向上等に関する校務の責任者としての

主幹教諭の役割が果たせていないなど、管理職の補佐が十分に機能していないことも明

らかとなりました。 

この主幹教諭の勤務実態が明らかとなったことから、令和 2 年 12 月市議会定例会の

一般質問及び文教生活常任委員会所管事務調査において、主幹教諭の推薦基準が不明確

であることや業務や役割等が校務分掌等に位置づけられておらず、その結果、管理職を
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補佐する機能が十分に果たせていない場合もあるとして、改善するよう強く指摘されて

います。 

主幹教諭は宝塚市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則第 5条の 3第 2項にお

いて、「円滑な学校運営の推進のため、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整

理し、並びに児童又は生徒の教育、養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる」と規定

されています。 

併せて同規則同条第 3 項において「主幹教諭が整理する校務は、校長が決定し、教育

委員会に報告しなければならない。」と規定されています。 

この規定に基づき、令和 3 年度からは、各学校の運営方針に即して、主幹教諭の職務

内容を校長が決定した上で校務分掌に記載し、明確にする必要があると考えています。 

なお、県教育委員会では、主幹教諭の主な職務として、円滑な学校運営等の推進を図

るため、学校運営の企画及び調整、教務、保健、生徒指導、進路指導など、学校運営上

の基本的な校務や教職員の資質及び能力の向上等に関する校務の責任者としての業務を

担うこととしています。 

また、複数の主幹教諭を配置している学校では、主幹教諭のマネジメント機能の強化

に係る教員定数の加配措置が講じられていますが、主幹教諭の業務と関連付けた活用と

なるよう徹底していきます。 
 

５ 職員団体（分会）から校長に対する確認、要請、申し入れ（交渉含む）等への対応について 

令和 2 年 12 月定例会及び文教生活常任委員会所管事務調査において、平成 12 年の貴

教職員組合各分会と各学校長との確認書の存在等を示したうえ、同書の現時点における

有効性などを踏まえた取扱いの実態を明らかにするよう質されています。 

こうした指摘を受け、今後、職員団体（分会）から全校統一的に行う校長又は教頭に

対する確認、要請、申し入れ等については、各学校で対応が異なることが問題となる場

合もあるため、貴教職員組合から書面で統一的に一括して教育委員会にお申し入れいた

だくようお願いしたいと考えております。 

なお、それぞれの学校の個別の案件に関する申し入れ等につきましても、一括して教

育委員会でお受けします。 

本件「５」の対応に関して不都合があれば、書面にて教育委員会にご回答いただけれ

ばと存じます。 

 

 

 

 

 


